
平成２５年度随意契約情報(委託費）府民文化部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

1 人権局 人権企画
教育・啓発
Ｇ

富田林市
平成２５年度人権啓発活
動地方委託事業の市町
村再委託

20130401 20140331            1,054,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

地方公共団体と直接契約を締
結するため

2 人権局 人権企画
教育・啓発
Ｇ

門真市
平成２５年度人権啓発活
動地方委託事業の市町
村再委託

20130401 20140331            1,087,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

地方公共団体と直接契約を締
結するため

3 人権局 人権企画
教育・啓発
Ｇ

岸和田市
平成２５年度人権啓発活
動地方委託事業の市町
村再委託

20130401 20140331            1,243,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

地方公共団体と直接契約を締
結するため

4 人権局 人権企画
教育・啓発
Ｇ

泉佐野市
平成２５年度人権啓発活
動地方委託事業の市町
村再委託

20130401 20140331            1,269,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

地方公共団体と直接契約を締
結するため

5 人権局 人権企画
教育・啓発
Ｇ

羽曳野市
平成２５年度人権啓発活
動地方委託事業の市町
村再委託

20130401 20140331            1,315,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

地方公共団体と直接契約を締
結するため

6 都市魅力局 スポ振
振興グルー
プ

財団法人　大阪体
育協会

大阪府広域スポーツセン
ター業務委託契約

20130401 20140331            1,479,240
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本契約は、「大阪府広域スポー
ツセンター」のサブマネージャー
業務に関するものであり、現在
の同センターである当該契約相
手方しか履行できないため

7 人権局 人権企画
教育・啓発
Ｇ

茨木市
平成２５年度人権啓発活
動地方委託事業の市町
村再委託

20130401 20140331            1,520,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

地方公共団体と直接契約を締
結するため

8 人権局 人権企画
教育・啓発
Ｇ

松原市
平成２５年度人権啓発活
動地方委託事業の市町
村再委託

20130401 20140331            1,634,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

地方公共団体と直接契約を締
結するため

9 都市魅力局 スポ振
振興グルー
プ

株式会社　デジタ
ルトラスト

大阪府スポーツ情報ネッ
トワークシステム管理運
営業務委託契約に係る
委託料

20130401 20140331            1,785,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本システムは、当該契約相手方
が製作し、同相手方が所有する
知的所有権に属する技術等を
利用しているため、当該契約相
手方しか履行できないため
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10 人権局 人権企画
教育・啓発
Ｇ

八尾市
平成２５年度人権啓発活
動地方委託事業の市町
村再委託

20130401 20140331            1,791,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

地方公共団体と直接契約を締
結するため

11 人権局 人権企画
教育・啓発
Ｇ

高槻市
平成２５年度人権啓発活
動地方委託事業の市町
村再委託

20130401 20140331            1,837,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

地方公共団体と直接契約を締
結するため

12 都市魅力局 都市観光

大阪ミュー
ジアム構想
推進グルー
プ

株式会社　アド近
鉄

平成２５年度大阪ミュージ
アム構想ＷＥＢサイト運
営管理業務

20130401 20140331            1,904,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本システムは、当該契約相手方
が作成し、H24末には,システム
の再構築及びアカウントの変更
を行ったことから、各種システム
のメンテナンスや改修等円滑な
運営と新アカウントへのスムー
ズな移行については、当該契約
相手方でなければ、適切に実施
できないため

13 都市魅力局 国際
国際化推進
グループ

公益財団法人　大
阪府国際交流財団
理事長　芝池　幸
夫

平成２５年度大阪府外国
人府政問合せ等対応業
務委託

20130401 20140331            2,859,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

府域において多言語（9言語）対
応が可能であり、在住外国人支
援に対する知識・ノウハウを有
しているのは、当該契約相手方
しかないため

14 消費生活Ｃ
消費生活
Ｃ

事業グルー
プ

株式会社　電通関
西支社

若者向け消費者トラブル
被害防止専用ホーム
ページ運用業務

20130401 20140331            3,360,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本業務は、平成24年度に実施し
た事業を引き続き活用するもの
であり、効果的・効率的に実施
するにあたっては、昨年度ホー
ムページの構築・運用を委託し
た事業者以外に履行できる者
がないため

15 人権局
人権擁護
課

人権・同和
企画Ｇ

一般社団法人　大
阪府調査業協会

「興信所・探偵社業者等
に関する相談等業務」委
託契約の経費

20130401 20140331            3,875,385
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

条例に基づき、業界による自主
規制規約を定めている唯一の
団体が、当該協会であり、随意
契約先として適切であると考え
るため

16 男女・府民
男女・府
民

府民協働グ
ループ

株式会社　アール
シー

「新しい公共」の普及・定
着に係る調査・支援業務

20130508 20130920            4,221,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第８号

競争入札に付しても入札者がな
いため
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17 都市魅力局 都市観光

大阪ミュー
ジアム構想
推進グルー
プ

テレビ　大阪　株式
会社

「ＯＳＡＫＡ　ＬＯＶＥＲＳ　Ｃ
Ｍコンテスト２０１３」実施
業務

20130401 20140331            5,000,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

平成25年度の事業規模・効果
拡大、及び、平成26年度以降、
民間主体による本事業の継続
実施の実現に向けた事業協力
を行えるものは、昨年度委託し
た事業者以外に履行できる者
がないため

18 男女・府民
男女・府
民

男女共同参
画グループ

財団法人　大阪府
男女共同参画推進
財団

大阪府男女共同参画推
進事業に関する業務

20130401 20130531            5,959,800
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

平成21年度にプロポーザルを実
施した結果、選定委員会におい
て委託候補者として選定され、
府としても適当であると認めら
れるため。

19 男女・府民
男女・府
民

男女共同参
画グループ

株式会社　ゼロワ
ン

ドーンセンター情報ネット
ワークシステムの保守業
務

20130401 20140331            6,842,430
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

システムを安定的に稼動させる
ためには、システム開発者であ
る株式会社ゼロワンが保守業
務を履行できる唯一の事業者で
あるため。

20 府政情報 広報広聴
広報広聴グ
ループ

一般財団法人　大
阪府視覚障害者福
祉協会

府政だより（障がい者向
け版）発行業務委託

20130401 20140331            9,822,671
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

点字等作成業務と配送にかか
る対象者の把握が、大阪府視
覚障害者福祉協会でなければ
実施することができないため

21 男女・府民
男女・府
民

男女共同参
画グループ

大阪知的障害者雇
用促進建物サー
ビス事業協同組合

知的障がい者等の就労
支援を目的とした清掃業
務

20130401 20140331           10,898,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

知的障がい者等の就労訓練の
場として活用し、行政の福祉化
の取組みに協力するため。

22 府政情報 広報広聴
調整グルー
プ

ＴＩＳ　株式会社　公
共・宇宙事業本部

大阪府Ｗｅｂサイト運用管
理業務に係る委託契約

20130401 20140331           21,021,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

当該システムの設定内容な
どを詳細かつ専門的に熟知
しているのは開発業者である
ＴＩＳ(株)のみであるため

23 府政情報 広報広聴
調整グルー
プ

日本電気　株式会
社　関西支社

汎用電子申請システム運
用等業務に係る委託契
約

20130401 20140331           24,110,100
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

当該システムの設定内容な
どを詳細かつ専門的に熟知
しているのは開発業者である
日本電気(株)のみであるため
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24 消費生活Ｃ
消費生活
Ｃ

事業グルー
プ

公益財団法人
関西消費者協会

大阪府消費者行政活性
化事業業務委託

20130401 20140331           25,417,350
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本業務は「大阪府消費生活セン
ターにおける消費者問題解決支
援及び被害防止に関する業務」
と密接に連携する重要な事業で
あり、当該事業を効果的・効率
的に実施するにはセンター事業
に併せて委託するのが最も適
切であり、これを実施できる事
業者は、センター事業を受託し
た同協会以外にはなく、履行中
の契約者以外の者に履行させ
ることが不利であるため。

25 都市魅力局 文化
文化振興グ
ループ

株式会社　よしもと
クリエィティブ・
エージェンシー

大阪府立上方演芸資料
館管理運営業務

20130401 20150331           69,654,900
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本契約は、平成24年度に契約
締結を行い、契約期間が満了し
ていないため、当該契約相手方
との契約が継続しているもの

26 消費生活Ｃ
消費生活
Ｃ

事業グルー
プ

公益財団法人
関西消費者協会

大阪府消費生活センター
における消費者問題解決
支援及び被害防止に関
する業務

20130401 20140331           91,468,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

平成25年度の事業内容は、平
成24年度に実施した公募型プロ
ポーザル方式によって選定した
内容と大幅に変更がなく、本業
務内容の実績があり、かつ委託
業務を遂行できる事業者が他に
はないため。また、平成25年度
の業務遂行に当たり、前年度中
に有資格の相談員の雇用を確
保できる事業者であるため。

27 府政情報 広報広聴
広報広聴グ
ループ

セイコーソリュー
ションズ　株式会社
ＳＩ営業部　大阪営
業所

府民の声システム改修業
務

20130628 20130930 1,123,500
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

　当該改修業務は、現システム
の一部を改修するものであるこ
とから、本システムを開発・設
計・運用し、内容を熟知している
当該契約相手方でなければ適
切に実施できないため。
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28 都市魅力局 文化
企画グルー
プ

ＴＳＰ太陽　株式会
社　大阪支店　問
本　敏之

おおさかカンヴァス推進
事業作品制作支援業務
委託

20130628 20140331 10,198,650
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本業務は、事業採択される作品
プランの内容によって業務の内
容が大きく変動するものである
ことから、これに機動的に対応
できるのは、昨年度委託した事
業者のみであるため

29 都市魅力局 文化
企画グルー
プ

株式会社　長谷工
コミュニティ　鶴谷
彰人

プラットフォーム形成支援
業務

20130607 20140331 13,450,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本事業は、大阪府立江之子島
文化芸術創造センターの機能
の一つである「協働・活動機会
の創出」との連携が不可欠であ
ることから、同センター指定管理
者と契約する必要があるため

30 都市魅力局 都市観光

大阪ミュー
ジアム構想
推進グルー
プ

近畿日本ツーリス
ト　株式会社　代表
取締役社長　小川
亘

緊急雇用創出基金事業
「ＯＳＡＫＡ魅力再発見
ツーリズム推進事業」実
施業務にかかる業務委
託契約について

20130701 20140331 19,966,825
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本業務は、観光事業分野で活
躍できる人材の育成を図ること
が目的であることから、公募に
より選定された業者でなければ
実施することができないもので
あるため

31 私学大学 私学大学
宗教・専各
振興グルー
プ

ノバシステム　株式
会社

大阪府私学助成等計算
システム保守業務の契約
及び経費支出について

20130927 20131227            3,000,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務が特定の者（現行システム
の開発業者）でなければ実施す
ることができないものであるため

32 人権局 人権企画
教育・啓発
Ｇ

人権教育教材作成
等業務　共同企業
体

人権教育教材作成等業
務委託

20131112 20140331            2,510,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務が特定の者（公募により選
定された事業者）でなければ実
施することができないものであ
るため。

33 都市魅力局 都市観光

水と光のま
ち・にぎわい
の森推進グ
ループ

株式会社　電通
関西支社　服部
一史

中之島にぎわいの森オー
プニングイベント運営業
務

20131108 20140131           10,500,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（有名アーティストのイベン
ト）が特定のもの(当該、有名
アーティストの選定する会社）で
なければ実施できないものであ
るため

34 都市魅力局 文化
企画グルー
プ

ＴＳＰ太陽　株式会
社　大阪支店　問
本　敏之

おおさかカンヴァス推進
事業作品制作にかかる
資機材調達及び展示発
表実施運営業務

20131002 20140331           14,910,814
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第６号

現に契約履行中の業者に引き
続き実施させた場合、期間の短
縮、経費の節減が確保できる等
有利と認められるため
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35
消費生活セン
ター

消費生活
Ｃ

事業グルー
プ

株式会社　讀賣連
合広告社　中村
弘

消費者教育推進事業　高
齢者の消費者トラブル未
然防止キャンペーン

20131101 20140331           25,915,512
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

受託業者を公募型プロポーザ
ルにより募集し、事業者選定委
員会により、審査の結果、最優
秀提案者として選定され、また
府としても適当と認められるた
め。

36 消費生活Ｃ
消費生活
Ｃ

事業グルー
プ

株式会社　電通関
西支社　執行役員
関西支社長　服部
一史

ＷＥＢサイト「インターネッ
トはいろいろなトラブルと
つながっている」リニュー
アル委託業務

20140311 20140331 1,507,275
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（ＷＥＢサイト改修業務）が
特定の者（当該ＷＥＢサイト制作
者）でなければ実施することが
できないものであるため。

37 私学大学 私学大学
小中高振興
グループ

システムスクエア
株式会社　本社
真珠　道世

私立高等学校等授業料
支援補助金事務処理支
援システム改修業務

20140226 20140331 3,471,300
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

現行システムの開発に携わり、
システム構成等を熟知してお
り、履行期間内に速やかな対応
が可能であるため

38 私学大学 私学大学
大学グルー
プ

株式会社　ヨコタ
テック　小路　博之

大阪府立大学工業高等
専門学校用地埋設物調
査業務

20140205 20140320 1,817,550
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第８号

入札不調
（着手時期の関係から見積もり
合わせを実施し、随意契約）

39 都市魅力局 都市観光

水と光のま
ち・にぎわい
の森推進グ
ループ

一般社団法人　水
都大阪パートナー
ズ　髙梨　日出夫

緊急雇用創出基金事業
（起業支援型地域雇用創
造事業）「水都大阪案内
人による都市魅力発信事
業」

20140224 20150130 21,412,082
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本業務は、水都大阪の魅力発
信について理解を前提とした事
業実施が必要であることから、
公募により選定された業者でな
ければ実施することができない
ものであるため

Ｈ２５．４～５月 ２６件 円

Ｈ２５．６～７月 ４件 円

Ｈ２５．８～９月 １件 円

Ｈ２５．１０～１１月 ４件 円

Ｈ２６．２～３月 ４件 円28,208,207

府民文化部（委託料）
302,427,876

44,738,975

3,000,000

53,836,326
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平成２５年度随意契約情報(委託費）府民文化部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

合　計 ３９件 円432,211,384
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